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県では、いしかわ子ども総合条例に基づき、出生から乳幼児、青少年、

若者そして親に至るまで、子どもの育成に関する一貫した総合的な施策

を推進するとともに、いしかわエンゼルプラン２００５に盛り込まれた

様々な具体的施策を着実に実施してきており、子ども施策に対する取組

みは評価できるものである。 

 今後とも「かつて子どもに当たり前のように向けられていた多くの人

の手を社会全体の努力によって取り戻し、子どもを通した新たな社会の

つながりを構築していくこと」を基本的視点とし、次の事項に重点を置

いた取組みを積極的に進めていくべきである。 

 昨年提出した意見書とあわせて、この意見書が県の今後の少子化対策

に反映され、更なる施策の推進につながることを期待する。 
 

 

１ ワークライフバランスのより一層の推進 

（１） 県では、これまでいしかわ子ども総合条例で、ワークライフバ

ランスの拠り所となる一般事業主行動計画の策定を義務づける企

業の範囲を、次世代育成支援対策推進法を上回る基準とするなど

国に先んじた取組みを行い、現在、県内の従業員１００人以上の

ほぼ全ての企業において行動計画が策定されるなど、一定の成果

もあがっている。 
 

（２） 今般、次世代育成支援対策推進法が改正され、行動計画の策定

が義務化される企業の対象が拡大されたところであるが、今後と

も、県独自に行動計画策定企業の更なる裾野の拡大と、計画の内

容の一層の充実を図るなど、ワークライフバランスの実現に向け

た取組みを、更に深化させていくべきである。 
 

 

２ 地域の子育て力のより一層の向上 

（１） 県では、都市化や核家族化などにより地域の絆が薄れ子育て家

庭が孤立化するなど、地域の子育て力が低下している現状を踏ま

え、現在、保育所が地域の子育て支援の拠点施設としての機能を

担うマイ保育園登録事業や、企業が子育て家庭を支援するプレミ

アム・パスポート事業に鋭意取り組んでいる。 
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    今後とも、こうした取組みについては、更なる普及と充実に努

めていくべきである。 
 

（２） 更に、保育所や企業による子育て支援に加え、地域住民による

子育てに対する応援の輪を一層拡げ、社会全体で子育てを支援し

ていく環境づくりに向けた取組みを推進していくべきである。 

 

（３） また、乳幼児期に、子どもと親がともに様々な体験を重ねてい

くことは、子どもを成長させると同時に、親の子育て力を向上さ

せることから、子ども同士の触れあいや親同士の子育ての学び合

いなどを提供する機会を一層充実するべきである。 

 

 

３ 食育の推進 

未来を担う子どもたちが、生涯にわたり健全な心身と豊かな人間

性を育んでいくために、あらゆる機会を通じて子どもたちの食育に

取組むことが重要であることから、今後とも「いしかわ食育推進計

画」に基づき、食育の推進に積極的に取組んでいくべきである。 
 

 

４ 青少年の健やかな成長を支援 

（１） 近年、携帯電話やインターネットの普及が急速に進展し、膨大

な情報に、誰もが容易に接することができる環境にある。 

これらの情報には、有用なものが多いことはいうまでもないが、

一方で、青少年の人格形成に悪影響を及ぼす恐れのある情報や犯罪

に巻き込まれる危険性のある情報も含まれている。 

このため、青少年が携帯電話等を通じ有害情報に触れることによ

り、非行や犯罪被害に遭う事例も多く見受けられることから、青少

年の携帯電話やインターネットの適切な利用に関する取組みの更

なる強化が必要である。 

 

（２） 青少年が豊かな人間性を育み、社会で生きる力と創造力を身に

つけていくうえで、地域社会の中で様々な大人や異年齢の友人と

交流しながら、社会体験や自然体験を豊富に積み重ね、新しい発
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見による感動や物事を成し遂げる感動を体験することは、大変有

意義である。 

このため、本県の恵まれた自然環境や体験活動をサポートする

ボランティアなどを積極的に活用し、青少年が様々な体験をする

ことのできる機会を更に充実していくべきである。 
 

（３） 県では、ひきこもりや小児うつ、摂食障害などの子どもの心の

問題について、医療・教育・福祉・保健が連携した取組みを進め

ているが、専門医や相談者などの人材育成を促進するとともに、

より身近な地域での支援体制を整備し、相談窓口等の情報を周知

すべきである。 
 

 

５ いしかわエンゼルプラン２００５の見直しに向けて 

現行の「いしかわエンゼルプラン２００５」については、その計画

期間が来年度末に終了する。 

このため県では、来年度、プランを見直しすることにしているが、

これまでの各種取組みについて、子どもや保護者また子育て支援に携

わる者といった多様な視点に立った評価を踏まえた見直しを行うと

ともに、この意見書に盛り込まれている項目について、より一層の充

実に向けた検討を行うべきである。 
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